
 

 

令和７年度から令和11年度までの定員合理化目標数について 

（内閣人事局長通知） 

 

 

１．国の行政機関の機構・定員管理に関する方針（平成26年７月25日閣議決定、

令和６年６月28日一部変更）に基づき、各府省の直近の定員配置・人材確保の

状況等も踏まえ、令和７年度から令和11年度までの５年間の内閣の機関及び

各府省（以下「各府省」という。）の定員合理化目標数を別表のとおり決定す

る。 

 

２．各府省は、本通知に基づき、毎年度の予算編成過程において、所要の定員合

理化の要求を行うこととする。また、中長期的な行政のデジタル・トランスフ

ォーメーション（行政ＤＸ）で特に効果が高い取組を行う場合には、その省力

化等の効果が令和12年度から令和16年度までの間に発現されるまで、別表の

令和６年度末定員比で１％の数の範囲内で、定員合理化目標数の一部猶予の

要求を行うことができることとする。 

 

３．各府省は、計画期間の各年度において、別表に定める定員合理化目標数の１

／５の員数の定員を合理化することを基本とする。 

 

４．計画期間中に事情の変更等が生じた場合には、必要に応じ、各府省の定員合

理化目標数の見直し等を行うものとする。 

 

５．令和11年度までの各府省の定員管理の状況等を踏まえつつ、次期（令和12年

度から５年間）の定員合理化目標数の算定方法について、見直しを行うものと

する。 

 

６．各府省は、毎年度、各部門の採用、欠員等の見通しを踏まえた業務・体制の

横断的見直しとそれを踏まえた定員合理化数の割付案を策定し、内閣人事局

が確認を行うものとする。 

  



 

 

別 表                        

府 省 名 令和６年度末定員 定員合理化目標数 

内 閣 の 機 関 １，５５８ ２７ 

内 閣 府 ２，５５２ １１１ 

宮 内 庁 １，０４９ ３０ 

公 正 取 引 委 員 会 ９２７ ４４ 

国 家 公 安 委 員 会 ８，０５４ ３８６ 

個人情報保護委員会 ２３１ １０ 

カジノ管 理委員 会 １６７ ７ 

金 融 庁 １，６５４ ８０ 

消 費 者 庁 ４６５ １９ 

こ ど も 家 庭 庁 ４６５ ５ 

デ ジ タ ル 庁 ５４６ １５ 

復 興 庁 ２１８ ０ 

総 務 省 ４，８０５ ２５３ 

公害等調整委員会  ３６ １ 

法 務 省 ５５，５３５ ２，６６７ 

外 務 省 ６，６６７ ３１６ 

財 務 省 ７３，３８８ ３，５１７ 

文 部 科 学 省 ２，２０１ ９７ 

厚 生 労 働 省 ３３，７５９ １，６９０ 

農 林 水 産 省 １９，５８３ １，４６５ 

経 済 産 業 省 ８，０８０ ４１２ 

国 土 交 通 省 ６０，１７０ ３，０１３ 

環 境 省 ３，３８５ １２６ 

防 衛 省 ２１，２５１ １，０６６ 

合   計 ３０６，７４６ １５，３５７ 

（注）内閣府の数は宮内庁及び外局に係る数を除いたもの、総務省の数は公害等調整

委員会に係る数を除いたものである。 


